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令和３年９月１日 

建設業労働災害防止協会香川支部 
〒760-0026  高松市磨屋町６―４ 

                        TEL：087821-5243 FAX：087-821-5229 

Ｅメール： info@kensaibou-kagawa.jp 

                           ホームページ：http://kensaibou-kagawa.jp    

検索方法：建災防香川（けんさいぼうかがわ） 

 

☆ 「建災防だより」は、建設工事現場で働く皆様の安全衛生にお役に立つ情報をタイムリー

にお送りします☆ 

店社だけでなく現場の方たちにも読んでいただきたいと願っています。 

１． 令和３年７月末における労働災害発生状況について （１～２面） 

２． 8 月以降における熱中症予防対策の徹底について（２面） 

３. 9月は「全国労働衛生週間準備月間」です。（２面） 

４．令和３年秋の全国交通安全運動の実施について（３面） 

５．11月９日「建設工事業者の現場所長研修会」のご案内（４面） 

６．行政及び本部からの通達及びお知らせ（４～５面） 

７. 近日開催の講習予定 （６～７面） 

８．最近のお問い合わせから（７～８面） 

◆全国労働衛生週間実施要領を同封しています。  

 

１．令和３年７月末における労働災害発生状況について 
８月の全国の労働災害速報値によると休業４日以上の死傷災害は全産業では 72，505 人（前

年同期比+14,017 人 24.0％増）、建設業では 7,653人（前年同期比+567 人 8％増）となって

おります。死亡災害では、全産業で 397人（前年同期比+19人 5.0％増）ですが、建設業では

135人（前年同期比人±0人）となっています。 

  香川県下の建設業における労働災害の発生状況は，６月に小型ドラグショベルの墜落、 

また、溝掘削中のコンクリート塊の落下により併せて２件の死亡災害が発生しています。 

７月末の休業４日以上の死傷災害は，66 件と前年同期より 8件の増加となっています。全産

業の死亡災害は 6件と 12件発生した昨年の 7件に近づいており、また休業４日以上の死傷災
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害では 598件と昨年同期より 37件の増加であり、注意が必要です。  

8 月は長雨と新型コロナウイルス感染症対策で大変でしたが、これから 9 月にかけて熱中

症にも気を付けて、全国労働衛生週間準備月間を機に、みんなで役割に応じ頑張りましょう。 

 
２．８月以降における熱中症予防対策の徹底について 

令和３年８月５日  香川労働局労働基準部健康安全課長 
   

・・・さて、職場での熱中症予防対策については、「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」等の

取組みを行い、関係団体等と連携し取り組んでいるところです。 

今般、7月末までに報告のあった全都道府県の熱中症の件数を取りまとめたところ、昨年同時期と同

様に高い水準の発生状況となっています。 

例年熱中症の発症は 7月から 8月にかけて急増するところですが、今般、全国で新型コロナウイルス

感染症の感染者が急増しており、職場においても感染防止対策と同時に熱中症予防対策の徹底が求めら

れる状況にあります。 

特に、夏場においては、感染防止の観点で実施される寒気の影響により、屋内でも熱中症発生リスク

の上昇が懸念されることから、夏季における室内の換気の方法、休憩場所での過ごし方、飲料水補給の

方法等、感染防止対策を講ずることを前提とした熱中症予防対策に留意する必要があるところです。 

つきましては、８月以降の職場における熱中症予防対策の徹底に向け、新型コロナ感染症の状況を踏

まえた対策の実施に留意する等により、熱中症予防対策に一層の取り組みを進めていただけるようお願

い申し上げます。（以下省略、建災防香川ホームページでご覧ください。） 

 

 ３． ９月は、「全国労働衛生週間準備月間」です。 

  全国労働衛生週間  令和３年１０月 １日 ～   ７日 

同 準備月間     令和３年 ９月  1 日 ～ ３０日 

   令和３年度 スローガン 

全体（主）スローガン： 「向き合おう！ こころとからだの 健康管理 」 

副スローガン：「うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場 」 

 

この全国労働衛生週間を契機に、経営トップをはじめとした関係者は、労働者の健康保持・増進等

の重要性についてさらに認識を深め、心身ともに健康で、だれもが安心して働ける快適な職場づくりを

目指し、効果的な労働衛生管理活動を実施する。 

 １ 実施者の実施事項  

労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労 働衛生管理活

動の定着を目指して、各事業場においては、事業者及び労働者が連携・協力 しつつ、次の事項を実施

する。  

(1) 全国労働衛生週間中に実施する事項  

ア 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視 

イ 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示  
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ウ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰 

エ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓 練等の実施  

オ 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労 働衛生の意識

高揚のための行事等の実施 

(2) 準備期間中に実施する事項 

（ア） 過重労働による健康障害防止のための総合対策に関する事項 

（イ）「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に基づくメンタルヘルス対策の 推進に関 

する事項 

（ウ）新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組の推進に関する事項 

（エ）「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づく労働災害の予 防的観点 

からの高年齢労働者に対する健康づくりの推進に関する事項 

（オ）化学物質による健康障害防止対策に関する事項 

（カ）石綿による健康障害防止対策に関する事項 

（キ）「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく受動喫煙防止対策 に関する事項 

（ク）「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に基づく治療と 仕事の両 

立支援対策の推進に関する事項 

（ケ）「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛の予防対策の推進に関する事項 

（コ）「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防対策の推進に関 する事項 

（サ）「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に基づく労働 者の作業 

環境、健康確保等の推進に関する事項 

 

４． 令和３年秋の全国交通安全運動の実施について 

今年も「秋の全国交通安全運動」が下記のとおり実施されます。 

 

運動期間：令和３年９月２１日（火）から３０日（木）までの１０日間 

交通事故死ゼロを目指す日 ９月３０日（木） 

全国重点実施 

① 子供と高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保 
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② 夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上 

③ 自転車の安全確保と交通ルール順守の徹底 

④ 飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 

（詳細は、建災防香川ホームページのお知らせの資料をダウンロードしてください。 
 

５．建設工事業者の現場所長研修会のご案内 
【若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業】として当支部では研修会を年に 3回開催しています。毎回参

加者のアンケートで希望が多いのは、普段見ることのないような特殊な工事や工法、大規模工事現場の安全

管理の状態が知りたい、また、土木、建築、設備等の担当の枠を超えて異分野の見学をしたいというもので

す。そのため、現場の選定については参加者の希望に添えるよう、現在、受入れ先にお願いしています。 

１．研修日 時  令和３年１１月９日（火曜日） ９：００ ～ １７：００ 

       午前中 講義 午後 講義（現場見学会に代わる内容） 

２．研修場 所   香川県建設会館 ７階  … ★駐車場ありません。 

          高松市磨屋町６－４ ＴＥＬ087-821-5243 

３．受講対象者  会員会社の現場管理担当職員 

★土木関係の方は ＣＰＤＳ対象の講習です。 

（ただし、各自で申請してください。様式 1を当支部へ提出してください。） 

        ★建築関係は 香川県建築施工管理士の会員企業の方のみ ＣＰＤ対象の講習です。 

４．定   員  ３２名（定員に達し次第締め切ります） 

５．受 講 料  無 料 

６．そ の 他  ・受講者には、研修修了証を交付します。・昼食（無料）を準備しています。 

          

＊ 今回は新型コロナウイルス感染症の対策のため工事現場の見学は行いません。 

  *  案内、申込書は後日送付します。 

６．行政、本部からの通達やお知らせ 

（詳細は建災防香川ホームページまたは建災防本部の「お知らせ」をご覧ください。） 

・ 210825新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の再徹底について（8/27） 

・ 新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長

（令和３年８月 17日）に伴う工事及び業務の対応について（8/26） 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長（令和３年

８月 17 日）に伴う工事及び業務の対応について（8/26） 

・ 全国作業環境測定・評価推進運動中央シンポジウム開催のご案内（8/24） 

・ 210818_新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減（テレワーク等

の徹底）、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について（8/24） 

・ 0813_職場における積極的な検査の促進について（8/24） 

・ 「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について（8/19） 

・ 「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」の決定について（8/19） 

・ 令和 3年上半期における交通死亡事故の発生状況について（8/19） 

・ 令和３年８月の大雨による被災地域での建設工事等における予定価格の適切な設定等について

（8/18） 

・ 令和３年８月の大雨による災害復旧事業等における前払金保証の事務処理の迅速化・円滑化につい

て（通知）（8/18） 

１０月２日 締め切り 
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・ 令和３年８月の大雨による災害復旧工事等における入札及び契約の取扱いについて（8/18） 

・ 令和３年８月の大雨による災害応急対策への協力について（要請）（8/18） 

・ 8月以降における熱中症予防対策の徹底について（8/17） 

・ 新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変 更（令和３年８月

５日）に伴う工事及び業務の対応について（8/17） 

・ 8月以降における熱中症予防対策の徹底について 香川労働局（8/16） 

・ 210803_緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について（8/11） 

・ 下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について（8/9） 

・ 下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う場合の留意事項つい

て（8/9） 

・ 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの一部改正について（8/6） 

・ 建設業法令遵守ガイドラインの一部改正について（8/6） 

・ 【事務連絡】出勤者数の削減（テレワーク等の徹底）について（8/5） 

・ 「公共建築工事の発注者の役割」解説書(第三版)について（8/5） 

・ 技術検定試験の受検禁止の措置に関する基準の改正について（通知）（8/4） 

・ 建設キャリアアップシステムの普及促進の取組に対する建設関係助成金の周知について（依頼）

（8/4） 

・ 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について（8/4） 

・ 令和 3年度「『見える』安全活動コンクール」募集期間 8/2∼9/30（8/4） 

・ 令和 3年秋の全国交通安全運動の実施について（通知）（8/3） 

・ 剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について（8/2） 

・ 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について（7/31） 

・ 技術検定試験の受検禁止の措置に関する基準の改正について（通知）（7/31） 

・ 千葉県八街市で発生した交通事故に関連した飲酒運転の防止に向けた道路交通法等の遵守の徹底

ついて（7/31） 

・ 「公共建築工事の発注者の役割」解説書（第三版）について（7/28） 

・ 剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について（7/15） 

・ 令和 3年 7月 1日からの大雨による災害応急対策への協力について（要請）（7/15） 

・ 電子的な受取証書（新設された民法第 486条第２項関係）についてのＱ＆Ａ（7/13） 

・ 令和 3年 7月 1日からの大雨による災害復旧工事等における入札及び契約の取扱いについて（7/12） 

・ 令和３年７月１日からの大雨による災害復旧事業等における前払金保証の事務処理の迅速化・円滑

化について(通知) （7/12） 

・ 令和 3年 7月 1日からの大雨による被災地域での建設工事等における予定価格の適切な設定等につ

いて（7/12） 

・ 労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続について（7/8） 

・ 建設工事を実施する上での石綿の取扱いについて（7/7） 

・ 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する制度の周知について（7/7） 

・ 外国人労働者に対する健康診断問診票の周知(依頼)（7/2） 

・ 【官房総務課長通知】夏季の省エネルギーの取組について（6/30） 

・ 新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長

（令和３年６月１７日）に伴う工事及び業務の対応について(6/25) 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長（令和３年

６月１７日）に伴う工事及び業務の対応について(6/25) 
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７．１０月～１月の講習予定 
講習予定日 講 習 科 目 講 習 会 場 

１０月４日(月) 

 ５日(火) 
玉 掛 け 技 能 講 習 

(学科・実技)  
タ ク テ ッ ク 

１０月６日（水） ハーネス型安全帯使用作業特別教育 香 川 県 建 設 会 館 

１０月１３日(水) 
   １４日(木) 

職 長 ・ 安 全 衛 生 責 任 者 教 育 香 川 県 建 設 会 館 

１０月１５日(金) 酸素欠乏･硫化水素危険作業特別教育 香 川 県 建 設 会 館 

１０月１８日(月) 

 ～２２日(金) 

※学科 2日･実技 1日 

車両系建設機械（整地・運搬・積込用・ 

掘 削 用 ）運 転 技 能 講 習 

(学科)香川地域職業訓練センター 

(実技) タ ク テ ッ ク 

１０月 ２５日(月) 
または２６日(火) 
※1 日講習 

車両系建設機械（解体用）運転技能講習 
(学科・実技)  

タ ク テ ッ ク 

１０月２７日(水) 

 ～２９日(金) 

※学科 2日･試験 1日 

一般建築物石綿含有建材調査者 香 川 県 建 設 会 館 

１１月４日(木) 
   ５日(金) 

足場の組立て等作業主任者技能講習 香 川 県 建 設 会 館 

１１月 ８日（月） 足 場 の 組 立 等 特 別 教 育 （ ６ Ｈ ） 香 川 地 域 職 業 訓 練 セ ン タ ー 

学科：11月 10日(水) 
実技：   11日(木) 
   または 12 日(金) 

小型車両系建設機械（３トン未満） 
運 転 特 別 教 育 

（学科）香川地域職業訓練センター 

（実技）タ ク テ ッ ク 

１１月１５日(月) 
    １６日(火) 

一戸建て等建築物石綿含有建材調査者 香 川 県 建 設 会 館 

１１月１７日(水) 
    １８日(木) 

石 綿 作 業 主 任 者 技 能 講 習 香 川 県 建 設 会 館 

１１月２４日(水) 

 ～２６日(金) 

※学科 2日･実技 1日 

不 整 地 運 搬 車 運 転 技 能 講 習 
(学科・実技)  

タ ク テ ッ ク 

１１月２９日(月) 
フルハーネス型安全帯使用作業 

特   別    教    育 
香 川 県 建 設 会 館 

１１月３０日（火） 
１２月 １日（水） 

職 長 ・ 安 全 衛 生 責 任 者 教 育 香 川 県 建 設 会 館 

１２月  ７日(火) 
自由研削砥石の取替等の業務に係る 

特 別 教 育 
香 川 県 建 設 会 館 

１２月１０日(金) ハーネス型安全帯使用作業特別教育 香 川 県 建 設 会 館 

 １２月１６日(木) 

   １７日(金) 

コ ン ク リ ー ト 造 工 作 物 の 

解 体 等 作 業 主 任 者 
香 川 県 建 設 会 館 

１２月２０日(月) 

 ～２２日(水) 

※学科 2日･試験 1日 

一般建築物石綿含有建材調査者 香 川 県 建 設 会 館 
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講習予定日 講 習 科 目 講 習 会 場 

１月 ７日（金) 現 場 管 理 者 統 括 管 理 講 習 香 川 県 建 設 会 館 

１月１２日(水） 

～１４日(金） 
地 山 の 掘 削 及 び 土 止 め 支 保 工 

作  業  主  任  者 
香 川 県 建 設 会 館 

１月１７日(月) 

１８日(火) 一戸建て等建築物石綿含有建材調査者 香 川 県 建 設 会 館 

１月２０日(木) 

２１日(金） 
建 築 物 等 の 鉄 骨 の 組 立 て 等 

作  業  主  任  者 
香 川 県 建 設 会 館 

１月２５日(火) 

２６日(水) 
足場の組立て等作業主任者技能講習 香 川 県 建 設 会 館 

１月２７日(木) ハーネス型安全帯使用作業特別教育 香 川 県 建 設 会 館 

１月２８日(金) 
建設工事の職場環境改善実施担当者講習

（メンタルヘルス講習） 
香 川 県 建 設 会 館 

１月３１日（月） 足場の組立て等特別教育（６Ｈ） 
香川県建設業協会西讃支部会館 

（観音寺市南町） 

 

※新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として定員を減らして実施していますので、お申込みはお 

早目にお願いします。申込みは先着順で受付します。 申込書は、建災防香川支部のホームページか

らダウンロードできます。 

◆ 小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用、掘削用）運転特別教育及びフルハーネス型安全帯使 

  用作業特別教育、建築物石綿含有建材調査者講習（一般）はすぐに定員になってしまいますので、

事前に空き状況をお問い合せください。 

◆ 太字の講習は人材開発支援助成金対象の講習です。 

助成金の必要書類は建災防香川支部のホームページに掲載していますのでご活用ください。 
 

８．最近のお問い合わせから 

（１）フルハーネス安全帯の規則改正に関して 

 改正法令前の構造規格に基づく安全帯（胴ベルト型・フルハーネス型）を使用できるのは令和 4年

1 月 1 日までです．来年の 1 月 2 日からは改正後の規格の安全帯（墜落制止用器具）を使用しなけ

ればなりません。旧規格の安全帯は今年中に新規格のものに更新してください。 

 政令等の改正は平成 31年 2月 1日に施行されています。 

 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となっています．〈ただし，フルハー

ネス型の着用者が墜落時に地面に到達する恐れのある場合（高さが 6.75ｍ以下）は胴ベルト型（一

本吊り）を使用できる。〉 

 高さが２ｍ以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で，フルハーネス型を使用して

行う作業（ロープ高所作業を除く）を行う者は、「フルハーネスの特別教育」を受けなければなり

ません。作業床がある場合には，特別教育は義務付けられてはいませんが、事業者は労働安全衛生

規則第 35 条の第 1 項２の「保護具の性能及びこれらの取扱い方法」に関する教育をしなければな

りません。 
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（２）建築物石綿含有建材調査者講習に関して 

 事前調査方法の明確化，事前調査及び分析調査結果の記録等については令和 3年 4月施行とな

っています。 

 解体・改修工事にかかる事前調査結果等の届出制度の新設については令和 4年 4月施行になっ

ています。 

 建築物石綿含有建材調査者は，建築物石綿含有建材調査者講習を受講し，終了考査に合格した

ものとされています。施行日は令和 5年 10月となっています。 

 令和 5年 9月までは、調査は誰が行えばよいのかという問い合わせがありました。建築物石綿

含有建材調査者講習を受講し合格者が確保できるまでは、石綿作業主任者や石綿含有建材につ

いての知識や経験の豊富な者に行わせるしかないのではないでしょうか。監督官庁にお問い合

わせください。 

 建災防香川支部では、建築物石綿含有建材調査者講習を 8月から始めました。ホームページを

ご覧ください。 

（３）トラクター・ショベルとショベルローダーは運転資格が異なるのか？ 

トラクター・ショベルは車両系建設機械で、ショベルローダーは車両系荷役運搬機械であり、法的

に分類が異なっています。したがって運転資格についても、機体重量 3 トン以上のトラクター・シ

ョベルは車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習が必要であり、最大荷

重 1トン以上のショベルローダーはショベルローダー等運転技能講習が必要となっています。 

また、機体重量 3 トン未満のトラクター・ショベルは車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び

掘削用）運転特別教育が必要であり、最大荷重 1 トン未満のショベルローダーはショベルローダー

等運転特別教育が必要となっています。 

外観上は似ていますが，構造や操作等は異なっていますので注意が必要です。建災防香川支部では

ショベルローダーの講習は行っていませんので、教習機関については監督官庁等にお問い合わせく

ださい。 

 


